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【ムダなダム裁判】

☆対楯ホ県知事・3ダム訴訟・控訴書

(平成23年(行コ)第169号)東 京高戴第4民 事部

2011年 12月 19日  進行協議

弁護団がパワーポイントを用いて控訴理由書の要旨を説明しました

2012年 2月 20日  進行協議 (大木弁護士による報告を参照)

2012年 4月27日 (金) 裁判所による現地進行協議
パワーポイントによる控訴理由書の説明を受けたり、駆け足ながらも現地調査をおこなうというこ

とは、難解なダムの問題点を理解しようとする裁判所の姿勢が見て取れる、と言えるのでしょうか。

4月 27日 (金)の 現地進行協議の 日程 (予定)は つぎの通 りです。参加可能な原告の

方は事前に事務局までお問い合わせ下さい

10時 40分  五十里ダム集合 ・視察 (場合により 1時 間程度繰り上がる可能性あり)

11時 ○○分 湯西川道の駅集合 ・ダムサイトヘ ・赤下地区等視察

12時 ○○分 湯西川道の駅出発

12時 15分  川治ダム ・視察

12時 25分  川治ダム出発

13時 50分  南摩ダム予定地周辺視察

14時 30分  南摩ダム予定地出発

15時 35分  思川 ・乙女地点視察

15時 40分  乙女出発 ・渡良瀬遊水地北エントランスヘ

16時 15分  渡良瀬遊水地 。谷中村 。谷中湖等視察

17時 ○○分 遊水地出発 ・カスリーン台風時の破堤個所を経て栗橋地点ヘ

17時 25分  栗橋地点視察

17時 30分  解散
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東京高等裁判所第4民 事部

2 事件番号

平成 23年 (行コ)第 169号  公金支出差止等請求住民訴訟控訴事件

3 期 日・場所

2012年 2月 20日 午後 4時 ・16階 手続室

4 出席者

裁判所―柴田裁判長 ・浅見左陪席

控訴人側一大木、高橋、若狭、須藤、浅木、服部、野崎 (復代理人)、高橋比呂志 (原告)、嶋

津

被控訴人側一谷田、自井、船田、平野、外指定代理人数名

5 内容

(1)書 面の提出

控訴人準備書面 1～ 利根川水系河川整備基本方針の策定過程における看過できない瑕疵～、

控訴人準備書面 2～ 学者意見書に基づく原判決の判断枠組みの検討～

② 書証の提出

甲Allの 1～ 12(人 見意見書)、甲B150～ 165(弁 論再開申立の際に提出した人

ッ場ダムの治水関係の書証)、甲C88～ 89(田 村意見書)提 出

(0 その他の書面

3ダ ム及び各ダム治水基準点の入つた地図

14)今 後の日程

ア 裁判長より控訴人側に対 し今後の予定の確認があり、現在検討中の有識者会議の結論に対す

る批判及び 54分 割図を入手 して検討 した結果等に関する人 ッ場ダムの治水関係の追加書面

と思川開発事業の利水問題に関する書面を提出予定であると回答。提出時期については、嶋津

さんに聞いたところ検討に2か 月は要するとのことだったので 3か 月先とした。

イ また、裁判長より被控訴人側に対 しても、控訴人側の書面に対する対応について確認があり、

既提出の控訴理由書、控訴人準備書面 1及 2に 対 し、同時期までに反論の準備書面を提出する

ことになった。

なお、左陪席より、判断の枠組みについては、治水、利水 ともがつぷ り四つに組んだ主張を

して欲 しいとの要望が出された。

ウ 左陪席より、3か 月も何もしないとい うのも何なので、人ッ場ダムについては他の訴訟で現

場に行つていると思 うので必要ないと思 うが、ここは3つ のダムが問題 となっており、それぞ

れに環境問題も争点になっているので見てみたいとの要望が出された。裁判官からそのような

要求があることは願つてもないことなので、控訴人 らとしては是非そ うして欲 しい旨回答 した

また、被控訴人ら代理人についても、全員現場を見ていないので、自分たちも見てみたいとい

うことであつたことから、4月 末に現地進行協議を行なうことになった。

工 また、現地進行協議の具体的段取 りをするために、3月 中に担当者だけでの進行協議を行な

うことになった。その原案は控訴人側 (担当大木)が 作成 し、被控訴人の岩崎指定代理人に提

示 して検討協議することも決まった。

オ 今後の日程は以下のとおり

3月 29日 午後 3時 から現地進行協議の段取 り打ち合わせ

4月 27日 現地進行協議

6月 1日 午後 3時 から弁論準備、双方の書面は 5月 25日 までに提出

2



禾」根川流域市民委員会の再結成集会

関頭率野ここう、″%″ 凰よ″″ノ
～利根川水系河川整備計画の出直しをチャンスに～

八ッ場ダム、南摩ダム、霞ケ浦導水など、大規模河川事業の上位計画である利根川河川整備計

画の策定作業が国土交通省関東地方整備局により、再開されようとしています。ダムによらない

利根川河川整備計画を市民の視点で提言 し、その実現を図るための第一歩として、利根川流域市

民委員会の再結成集会を開きます。是非、ご参加 ください。

日時 4月 29日 (日・祝)午 後1時30分～4時30分

場所 全水道会館 4階大会議室 (東京者「文京区本郷1-4-l TEL03-3816-4196)
JR水 道橋駅 東口(お茶の水寄り)から後楽園方面へ徒歩2分 t右側

都営地下鉄三田線水道橋駅 Al出 口 徒歩1分、 1階 がニュ=ヨークカフェになつているビル

請 演  座]ラ本 博 覆](元国土交通省近畿地方整備局河川部長、前・淀川水系流域委員会委員長)

「河川整備計画の民主的な策定を 1

今こそ、河川法改正の原点に立ち返ろう」

報告

○ 利根川水系河川整備計画の策定の動き

○ 大規模河川事業の現状報告

① 八ッ場ダム

② 南摩ダム(思川開発)

③ 霞ケ浦導水事業

④ スーバー堤防

他

討論  これからの活動 :ヨ11,…F,31_I

【主 催】利根川流域市民委員会

利根川流域市民委員会は、34団体の参加で2006年7月に発足しました。今回、市民委員会を再結成して、

活動を再開します。現在の代表は佐野郷美(利根川江戸川流域ネットワーク)、 嶋津暉之(水源開発問

題全国連絡会),浜田篤信(霞ヶ浦導水事業を考える県民会議)です。

プログ「利根川流域市民委員会」httpノ/tOnegawashimh.cocdog―nifty.∞m/bbg/

【連絡先】丁EL/FAX 042-341-7524080-5372-4084(利根川流域市民委員会事務局 深澤洋子)
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どのように検証されτ″多の力]
悪川開発事業の関係地方公共団体か らなる検討の場

幹事会の議事録から 《検証》の検証

民主党がマニフェストで中止をうたった八ッ場ダム。前原国主交通大臣 (当時)が 高らかに 《八ッ

場ダム中止》を宣言?し 、一気に期待が高まった。しかしその後の腰砕けはあまりにも情けなかった。

2年 であっけな<公 約はホゴになり、中立的に検証するはずの有識者会議も追認会議に終わつた。現

状は、「宮房長官が出した 2つ の条件がクリアされるまでは本体工事の予算を執行しない」という、

首の皮一枚でつながつた状態。

その2条 件とは①利根川水系河川整備計画の策定と ②国直轄のダム事業などを中止した際に水

没予定地域の生活再建を支援する 「ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案」

の国会提出。②の法案は3月 13日 に閣議決定され、衆議院に提出されたので、2つ の条件のうち 1

つがクリアされたことになる。今のところ、整備計画策定の見通しは立っていないようだ。

残る利根川水系河川整備計画の中には、ハッ場ダムはもちろん、南摩ダムも含まれている。そこで、

南摩ダムの再評価に関してどのような内容が議論されているのか、思川開発事業の関係地方公共団体

からなる検討の場 。第 2回 幹事会の会議資料と議事録から 《思川開発事業の検証》を検証してみた。

1検討の場lこ 博 ・。・

国土交通大臣からの指示または要請に基づき、ダム事業の再評価を実施する

I幹事会】こけ ・・・

検討主体は :独立行政法人水資源機構ダム事業部長及び関東地方整備局河川部長

構成員は :この事業に関係する地方公共団体 (茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都)

の企画関係、土木関係担当部長2～ 3名 ずつ。

◆検討の場 。第 2回 幹事会

。第 2回 幹事会は第 1回 から約半年後の 2011年 6月 29日 に開かれ、事業費、工期等の点検の

中間報告、利水参画の継続意志の確認、利水参画者の開発量の確認方法、治水 ・利水の対策案の提

示等について説明された。議事録 20ペ ージのうち、16ペ ージが事業主体からの説明に費やされ、

残りのわずか 3ペ ージ半程に埼玉県、東京者8、千葉県、茨城県、栃木県の関係部長等からの質問や

要望が出されている。

。この場の検証というのは、今後の事業の方向性に関する判断とは一切関わりな<、 現在の事業計画

を点検するものである、と繰り返し強調されていた。
。一方、各県の部長が□々に要望しているのは、早急に検証を終わらせ、約束の平成 27年 度に施設

が完成するよう強<要 望する、最大限早い時期に納得できる結論を出して欲しい (埼玉 。東京 ・千

葉・茨城)、国の都合による工事中断・遅延による負担増という要素については受け入れられない(東

京 。千葉)と いうことであつた。

・南摩ダムの検討の場でもハッ場ダムの検討の場でも出席しているメンバーは同じなのだから、八ッ

場ダムの時と同じ中身の説明はもうわかっている。《こういつた現実性が考えられないような案》に

ついてはこの際置いておいて、もっと効率的に現実的である検討案を検討してスピードアップを図

つて欲しい、と大変率直な意見 (埼玉)も 出ていた。

◆ 《治ホ対策棄》こして建設側が列挙しているの勝

①ダム ②既設のダムの嵩上げ、ダム間での容量の振り替え等のダムの有効活用の可能性の検討

③遊水地 (調節池) ④放水路 ⑤河道の掘削 ⑥引き堤 ⑦堤防の嵩上げ ③河道内の樹木の伐

今



採 ⑨決壊しない堤防 ⑩決壊しづらい堤防 ①高規格堤防 ⑫排水機場 ⑬雨水貯留施設 ①雨

水浸透施設 ⑮遊水機能を有する土地の保全 ⑩音:分的に低いli防の存置 ○霞堤の存置 ⑬輪中

堤 ⑩二線堤  ⑩樹林帯 ④ 宅地の嵩上げ ② 土地利用規制 ④ 水田等の保全 ④ 森林の保

全 ④ 洪水の予測、情報の提供等 ④ 水害保険等、以上 26項 目。

◆ 《利ホ対策案》こして検討の場に出されたの勝

①ダム ②河□堰 ③湖沼開発 ④流況調整河川 (複数の河川間で融通)⑤ 河道外貯留施設 (貯水

池)⑥ ダムの再開発 (既存ダムを有効活用)⑦ 他用途ダムの容量の買い上げ (発電容量)。同 (洪

水調節容量等) ③水系間導水 ⑨地下水取水 ⑩ため池 ①海水淡水化 ⑫水源林の保全 ⑬ダ

ム使用権等の振り替え ⑭既得水理の含理化 ・転用 ⑮渇水調整の強化 ⑩節水対策 ①雨水 。中

水禾」用 以上 17項 目。

◆利ホも治ホもヨト現実的な代替案
。対策案の中には現実性が考えられないような案ばかり。八ッ場ダムの検証に際して批判された非現

実的な代替案が多い。こんなことをまじめに検討しているのかと驚きあきれた。

・利根川水系と言っても、日川が利根川に合流する手前には渡良瀬遊水池があるため、南摩川や周川

に洪水があっても利根川には影響は及ばないはずなのに。
。今後の開発量の算出方法には、①給水人□②原単位③有効率④不可率⑤利用量率⑥確保水源の状況

といった基本的な事項について確認して必要量の確認を進めていきたいとしているが、利水の検証

においてはまず利水予定者の水需給計画を厳し<見 直すところから始めなければならないだろう。

利水予定者の求める開発量を容認している限り、現実的な対策案が出てくるはずはない。

◆栃ホ県からの出席者の義吉
。議事録によれば、栃木県から参加していた担当部長 (総合政策部長代理〉は以下のように述べてい

る。「利水の方で少し意見を。代替案については八ッ場ダムと共通する部分もかなり多いと考えてい

る。ダム見直しに当たってはいわゆる個別ダムごとではな<、 流域全体での水事業の見直しといっ

た部分をきちんとやっていただ<こ とが必要だと考えている。具体的には今回示された代替案につ

いても、ダム使用権等振り替えが実際難しい部分があると思うし、とにか<流 域全体で考えなけれ

ばどうしようもない部分があると思つている。今後代替案の具体的な提示があると思うが、そうい

った広域的な観点から責任を持ってご検討いただければと考えている。」

◆南摩ダム計画勝すでに破綻している
。そもそも南摩ダムは、1億 トンもの水を貯めることのできるダム適地なのに肝心の南摩川が流量わ

ずかな小河川であるために、流域の異なる大谷川や思川の他の支流 (大芦川 ・黒川)か ら導水して

南摩ダムに貯めようという計画である。流量の少ない川にダムを無理矢理造るための苦肉の策であ

つた。だから大谷川からの取水が無<な った時点でこのダム計画は破綻している。また、このダム

の運用計算の結果、水収支が成り立たないことは、もう 15年 以上も前に嶋津暉之さんによつて明

らかにされている。

◆南摩ダム勝ムダなダム

・治水面からも利水面からも、「南摩ダムはムダなダム」としか言いようがない。このようなムダなダ

ム計画のために長年にわたって振り回され、傷つけられた人々がいる一方で、巨額な費用と時間が

垂れ流されている。このような状態がいったいいつまで続<の だろうか。(文責 :葛谷 理子)

検討の場 。幹事会 の議事録については

いtto:/ノソハ″w.uた■er.go iO/honsya/honsya/verification/omoigavra.ht印: 参見祭

∫



野 新

は、 ダム の検証 が国土交

通 省 のペースで進 め られ

た ことにある。政 治主導

を掲げ る党 の方 針 が徹底

し な か った 背 景 を 分 析

し、今後 の公共 事業 見直

しをめ ぐる課題 を探 った。
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と
の
位
置
付
け
。
前
原
氏

は
座
長
に
建
設
中
止
を
念

押
し
し
て
い
た
」
と
党
群

馬
県
連
の
幹
部
は
明
か

す
。
前
原
氏
は
、
自
身
が

中
止
を
明
言
し
て
手
続
き

を
踏
め
ば
、
官
僚
側
が
中

止
の
報
告
を
上
げ
る
だ
ろ

う
と
甘
く
見
て
い
た
節
が

あ
る
。

と
こ
ろ
が
整
備
局
は
今

年
１１
月
、

「ダ
ム
建
設
が

代
替
案
よ
り
も
優
位
で
事

業
継
続
が
妥
当
」と
報
告
。

有
識
者
会
議
は
既
定
の
手

順
で
検
証
が
進
め
ら
れ
た

と
し
て
認
め
る
ほ
か
な

く
、
前
田
武
志
国
交
相
は

報
告
通
り
に
建
設
再
開
を

表
明
し
た
。

民
主
党
内
の
反
対
派
議

員
は

「事
業
を
進
め
た
い

整
備
局
が
、
建
設
あ
り
き

の
前
提
で
デ
ー
タ
を
集
め

た
」
と
批
判
す
る
が
、
国

交
省
側
は
、
有
識
者
会
議

の
指
示
に
従
っ
て
中
立
的

に
検
証
を
進
め
た
と
い
う

立
場
だ
。

同
省
幹
部
は

「手
続
き

に
誤
り
が
な
い
よ
う
、
細

心
の
注
意
を
払
っ
た
」
と

す
ま
し
顔
。
国
交
目
僚
出

身
の
前
田
氏
も

「前
原
氏

が
ま
と
め
た
枠
組
み
で
検

証
し
た
」
と
正
当
性
を
主

張
す
る
。

ダ
ム
建
設
再
開
に
一反
発

し
、
民
主
党
に
離
党
届
を

出
し
た
中
島
政
希
衆
院
議

員
は

「政
務
三
役
が
次
々

に
交
代
し
、
官
僚
に
取
り

込
ま
れ
た
。
無
駄
な
公
共

事
業
を
廃
止
す
る
た
め
に

闘
う
姿
勢
が
失
わ
れ
た
」

と
嘆
く
。

国
交
省
は
、
八
ツ
場
ダ

ム
と
同
様
の
検
証
手
順
で

全
国
８３
ダ
ム
事
業
の
継
続

の
是
非
を
決
め
る
計
画
。

こ
れ
ま
で
２０
事
業
を
終

え
、
中
止
判
断
は
６
件
に

―
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と
ど
ま
る
。

中
島
氏
は

「事
業
主
体

の
検
証
手
順
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
だ
け
の
有
識
者
会
議

の
在
り
方
を
改
め
、
建
設

反
対
派
の
意
見
を
直
接
聴

く
場
に
す
べ
き
だ
」
と
訴

え
て
い
る
。

圏目l▲ツ場ダム再開|

一
八
ツ
場
ダ
ム

″
一
）
状
型
塾
黎
蓄

二 業
の

んェ 見
¨
出

¨
酵
鍛

一
つ
で
も
あ

っ
た
八
ツ
場
ダ
ム

（
群

馬
県
長
野
原
町

）
の
問
題
が

、
新
た

な
段
階

に
入

っ
た
。

政
府

。
民
主
党
内

で
賛

否
が
対
立

し
た
ダ

ム
本
体

の
工
事
に

つ
い

て
、

政
府
は
新
年
度

予
算
案
に
関
連
費
用

を
盛
り
込
み
、
事
業
継
続
を
打
ち
出

し
た
。

そ
の
際

、
官

房
長
官
の
裁
定
と
し

て
、
ダ
ム
の
予
定
地
が
あ
る
一部
課
川

を
含

む
利
根
川
水
系

の
整
備
計
画
を

早
急
に
作

る
こ
と
に
な

っ
た
。

本
来

、
ダ
ム
の
必

要
性

は
整
備
計

画
を
ま
と
め
る
過
程

で
判
断
す
る
一

国
土
交

通
省

の
関
東
地
方
整
備
局
は

０６
年
末

に
整
備
計
画

を
作
り
始
め
た

が

ヽ
０９
年
夏
の
政
権
交
代

で
作
業
が

中
断
。
そ
の
後

、
全

国
の
ダ

ム
見
直

し
の

一
つ
と
し

て
八
ツ
場
ダ

ム
の
是

非
が
検

証
さ
れ
、
関
東
地
整
が
昨
年

秋
、

「
八
ツ
場
ダ

ム
を
含

む
対
策
が

最
も
安
上
が
り
」
と
の
結
論
を
出
し

た
経
緯
が
あ
る
。

だ
か
ら
と
言

っ
て
、
ダ
ム
本
体

の

工
事
を
後
押

し
す
る
よ
う
な
拙
速
な

整
備
計
画
作
り
は
許

さ
れ
な
い
。

作
業
の
中
断
ま

で
、
関
東
地
整
は

「
５０
年
に
１
度
の
洪
水
に
備
え
る
」

と
の
前
提
に
立

っ
て
い
た
。
と

こ
ろ

が

、
八
ツ
場
ダ

ム
の
検
証
作
業

で
は

「
７０
～
８０
年
に
１
度

の
洪
水
」
に
変

更
し
た
。
よ
り
大
規
模
な
洪
水

に
備

え
る
こ
と
に
な
り

、
ダ
ム
の
必
要
性

が
押
し
上
げ
ら
れ
た
。

前
提
を
変
え
た
の
だ
か
ら

、
整
備

計
画
作
り
は
ゼ

ロ
か
ら
始
め
る
べ
き

だ
。
変
更
の
理
由
に

つ
い

て
、
関
東

地
整

は

「
利
根
川
が

流
れ
る
首
都
圏

の
重
要
性
を
考
え
た
」
と
説
明
す
る

が

、
そ
の
ぶ
ん
対
策

に
時
間
と

コ
ス

ト
が
か
か
る
。
整
備
計
画
が
想
定
す

る
２０
～
３０
年

で
の
完
了
が
可
能

な
の

か

、
疑
間
が
生
じ
る
。

ま
ず
は

「
７０
～
８０
年

に
１
度

の
洪

水
」
と
い
う
前
提
が
妥
当

か
、
検
証

す
る
必
要
が
あ
る
。
官
房
長
官
裁
定

で
も
求
め
ら
れ
た
ポ

イ

ン
ト
だ
。

計
画
作
り

で
は
、
ダ
ム
批
判
派
を

ま
じ
え
た
議
論
が
欠
か
せ
な
い
。
関

東
地
整
に
置
か
れ
た
有
識
者
会
議
は

メ

ン
バ
ー
を

一
新
す

べ
き
だ
。
時
間

的
に
難
し
い
な
ら

ハ
八
ツ
場
ダ

ム
に

反
対
す
る
学
者
や
市
民
団
体
が
参
加

す
る
討
論
会
が
不
可
欠
だ
。

公
聴
会
の
開
催
や

パ
ブ
リ

ッ
ク

コ

メ
ン
ト
の
募
集

で
は
、

「
問
い
た
だ

け
」
に
終
わ
り
か
ね
な
い
。
賛
否
の

意
見
が
直
接
ぶ

つ
か
り
あ

っ
て
こ
そ

議
論
が
深
ま
る
。

関
東
地
整
が

「
最
も
安
上
が
り
」

と
結
論
づ
け
た

「
八

ツ
場
ダ
ム
を
含

む
対
策

」
も

、
八
ツ
場
ダ
ム
以
外
に

調
節
池
や
堤
防
の
整
備

、
河
道
の
掘

削
が
必
要

で
、
総
事
業
費

は
８
千
億

円
を
超
え
る
。

財
政
難
が
深
刻

さ
を
増
す
な
か
、

優
先
す
べ
き
対
策
は
何
か
。
八
ツ
場

ダ
ム
は
本
当
に
必
要
か
。
利
根
川
の

整
備
計
画
作
り
を
通
じ

て
、
突

き
詰

め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

前
原
氏
は
党
政
調
会
長
と
し

て
最
後
ま
で
八
ツ
場
ダ
ム
建
設

再
開
に
抵
抗
し
て
み
せ
た
。
だ

が
、
こ
う
し
た
問
題
あ
る
検
証

方
法
を
決
め
た
当
時
の
国
交
相

は
前
原
氏
だ
。
そ
の
後
も
検
証

方
法
の
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
な

が
ら
放
置
し
、
官
僚
任
せ
に
し

て
き
た
政
治
的
責
任
は
重
い
。

八
ツ
場
ダ
ム
に
関
し
て
は
地

元
住
民
の
状
況
な
ど
を
考
慮
す

れ
ば
、
も
は
や
事
業
中
止
は
現

実
的
で
は
な
い
「

だ
が
こ
の
ダ
ム
以
外
に
も
約

費
用
と
さ
れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
関
連
工
事
を
中
止
し
な
か
っ
た
　
実
離
れ
し
て
い
て
過
大
、
ダ
ム
　
６０
の
ダ
ム
で
検
証
作
業
が
続
い

八
ツ
場
ダ
ム
の
場
合
、
総
事
　
こ
と
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
　
の
洪
水
調
節
効
果
が
過
大
、
ダ
　
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
本
県
の

業
費
の
８
割
近
く
が
既
に
使
わ
　
の
中
に
は
ダ
ム
を
造
ら
な
け
れ
　
ム
本
体
や
周
辺
で
懸
念
さ
れ
て
　
思
川
開
発
事
業
や
本
県
が
関
係

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
代
替
　
ば
不
用
と
な
る
施
設
も
含
ま
れ
　
い
る
災
害
の
検
証
が
不
十
分
な
　
す
る
霞
ケ
浦
導
水
事
業
も
あ

案
は
自
紙
か
ら
事
業
を
積
み
上
　
る
。
八
ツ
場
ダ
ム
で
は
、
本
体
　
ど
レ
」
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
た
。
　

る
。
前
原
氏
の
抵
抗
が
単
な
る

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
　
工
事
費
は
全
事
業
費
の
■
割
に
　
　
検
証
で
は
、
こ
う
し
た
指
摘
　
バ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
な
い
な

し
た
判
断
基
準
で
は
代
替
案
が
　
す
ぎ
な
い
。
関
連
工
事
が
進
め
　
に
、
事
業
主
体
が
正
面
か
ら
答
　
ら
、
党
と
政
府
は
た
だ
ち
に
検

不
利
に
な
る
の
は
明
ら
か
だ
。
　

ば
進
む
ほ
ど
、
本
体
工
事
中
止
　
え
る
べ
き
だ
っ
た
し
、
ダ
ム
事
　
証
方
法
を
見
直
し
、
第
二
者
機

ま
た
検
証
の
主
体
が
ダ
ム
の
　
の
合
理
性
は
低
く
な
る
。
　
　
　
業
に
反
対
す
る
人
た
ち
と
の
意
　
関
に
よ
る
客
観
性
の
あ
る
検
証

事
業
主
体
で
あ
る
関
東
地
方
整
　
　
関
東
地
方
整
備
局
は
９
月
に
　
見
交
換
こ
そ
必
要
だ
っ
た
。
　

　

に
切
り
替
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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検
証
方
法
を
切
資
替
え
よ

政
府
は
八
ツ
場
ダ

ム

（群
馬
県
）
の
建

設
を
再
開
す
る
こ
と

を
決
め
、
２
０
■
２

年
度
予
算
案
に
本
体

工
事
費
を
含
む
関
連

予
算
を
計
上
し
た
。

政
権
交
代
で
国
土

交
通
相
に
就
任
し
た

前
原
誠
司
氏

（現
民

主
党
政
調
会
長
Ｖ
が

建
設
中
止
を
表
明
し
て
か
ら
２

年
余
り
。
巨
人
事
業
は
足
踏
み

し
た
だ
け
で
、
や
は
り
止
ま
ら

な
か

っ
た
。
「何
の
た
め
の
２
年

間
だ

っ
た
の
か
」
と
い
う
思
い

は
、
ダ
ム
建
設
を
待
ち
望

む
人

た
ち
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

ダ
ム
に
反
対
す
る
人
々
も
、
行

方
を
見
守

っ
て
い
た
国
民
も
同

じ
む
な
し
さ
を
味
わ

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
国
土
交
通
省
関
東

地

方

整

備

局

が

行

っ
た

検

証

が
、
「本
当
に
ダ
ム
は
必
要
な
の

か
」
と
い
う
根
本
的
な

問
い
か

け
に
答
え
て
い
な
い
か
ら
だ
。

検
証
で
は
、
ダ
ム
事
業
奮
」
い

く

つ
か

の
代

替

案

を

比

較

し

て
、
ダ
ム
事
業
を
継
続
す
る
か

ど
う
か
を
判
断
し
た
。
そ
の
際
、

最

重

視

さ

れ

た

の

は

コ
ス
ト

だ
。
現
行
事
業
の

コ
ス
ト
と
は
、

既
に
関
連
事
業
な
ど
に
使

っ
た

費
用
は
含
ま
ず
、
今
後
必
要
な

備
局
で
あ
る
こ
と
も
問
題
視
さ

れ
た
。
検
証
の
主
舞
台
で
あ
る

「
検
討
の
場
」
の
構
成
員
は
関

係
自
治
体
だ
。
い
ず
れ
も
事
業

を
推
進
し
て
き
た
組
織
で
、
既

に
多
額
の
公
費
を
投
じ
た
自
ら

の
判
断
を
否
定
す
る
結
論
を
出

す
は
ず
が
な
い
と
批
判
さ
れ
た

の
は
当
然
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
本
体
工
事
以
外
の

「最
も
有
利
な
案
は
ダ
ム
案
で

あ
る
」
と
の
評
価
案
を
ま
と
め

た
。
こ
れ
に
対
し
、
ダ
ム
検
証

の
方
法
を
問
題
視
す
る
学
者
や

専
門
家
の
有
志
が
１０
月
、
検
証

の
抜
本
的
な
や
り
直
し
を
求
め

て
声
明
を
発
表
し
た
。

声
明
は
八
ツ
場
ダ
ム
の
検
証

内
容
に
つ
い
て
、
ダ
ム
建
設
の

前
提
と
な
る
水
需
要
予
測
が
現



，水陸版
新
年
度
下
期
も
現
ル
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ト

湯
西
川
ダ
ム
湖
入
り
困
難

レ

【
日
光
】
水
陸
両
用
バ

雉
鶏
膵
稚
牌

市
役
所
で
開
か
れ
、
新
年

度
の
運
行
は
１０
月
以
降
、

川
治
ダ
ム
湖
の
現
行
ル
ー

ト
を
原
則
と
す
る
こ
と
が

決
ま

っ
た
。
同
協
議
会
は

揚
西
川
ダ
ム
湖
で
の
運
行

を
目
指
し
て
い
る
が
、
新

年
度
下
期
も
同
ダ
ム
湖
入

り
が
困
難
と
な

っ
た
。

同
バ
ス
は
新
年
度
、
４

月
２０
日
～
１２
月
２
日
に
２

０
９
日
の
運
行
を
計
画
。

９
月
ま
で
の
ル
ー
ト
に
つ

い
て
は
、
昨
年
末
の
会
議

で
川
治
ダ
ム
湖
と
す
る
こ

と
が
決
ま

っ
て
い
る
。

会
議
で
事
務
局
の
湯
西

川
ダ
ム
エ
事
事
務
所
は

「１０
月
以
降
の
ル
ー
ト
は

４
月
以
降
の
状
況
に
よ
り

決
定
予
定
」
と
の
案
を
示

し
た
が
、
運
行
団
体
な
ど

が
「ル
ー
ト
変
更
ま
で
３
、

４
カ
月
を
切
る
と
、
誘
客

用
印
刷
物
な
ど
が
対
応
で

き
な
い
」
と
反
発
し
た
。

ま
た
湯
西
川
ダ
ム
湖
に

車
両
で
は
使
用
困
難
」
と
一　
　
熊
本
県
八
代
市
坂
本
町

（旧
　
し
目
を
細
め
た
。
　
　
　
　
　
　
の
は
１
９
５
５
年
。

「戦
後
復

報
告
さ
れ
た
。　
　
　
　
　
　
坂
本
村
）
。
球
磨
川
の
河
日
か
　
　
子
ど
も
の
こ
ろ
、
川
は
く
ら
　
興
に
電
力
が
必
要
」

「電
気
代

一
方
ダ
ム
の
安
全
性
を

　

ら
約
２０
計
上
流
の
県
営

「荒
瀬
　
し
と
直
結
し
て
い
た
。
野
菜
を
　
が
下
が
る
」

「ダ
ム
湖
は
観
光

け
『
中
寺
廿
一
¨
¨
¨
¨

　

）
一
け
¨
『
耐
が
強
輝
陛
は
効
　
鶏
珀
”
畑
帰
洵
林
壇
呻

”
燎
グ
　
は
微
』
計
卸
曜
ぽ
凛
繊
弩
配

民 。

一れ

て
い
る
。
　

　

　

Ｎ
勲
圏
爾
磐
目
目
菌
召
目
鬱
″

襲
圏

一華

一ビ
だ
ぎ
誓
菱
燿
増』
一≡
驀
一曇

昨
砺
翔
集
は

ど
「μ

刻
だ
」
一　

え
な

「麻
っ 面
跡
卿
解
鼈
ゼ
一
い
期

と
し
つ
つ
、
見
通
し
に
つ
一　
厨
ぐ
ら
い
。
透
明
度
が
粛
っ
て

た
ち
は
賛
成
し
た
「

だ
が
ヽ
夏
は
藻
が
異
常
発

雄
↑
林
づ
謀
『
鰤
は
嫌
ル
嗽
が

く
な
り
、
ホ
タ
ル
は
消
え
た
。

の
は
申
廠
墜
腱
“
∝
増
熱
癒
“

は
床
上
浸
水
で
、
多
く
の
住
宅

が
移
転
し
た
。
放
水
時
の
振
動

に
も
悩
ま
さ
れ
た
。

ダ
ム
撤
去
運
動
が
本
格
化
し

た
の
は
、
水
利
権
延
長
を
控
え

た
２
０
０
２
年
。
近
く
の
川
辺

川
ダ
ム
建
設
も
政
治
問
題
に
な

っ
て
い
た
。
本
田
さ
ん
や
元
坂

本
村
議
の
福
鳴
英
治
さ
ん
（
８０
）

は
予
定
地

の
五
木
村
に
で
か

け
、
苦
い
経
験
を
訴
え
た
。

「音
の
球
磨
川
を
取
り
戻
し

た
い
、
子
ど
も
た
ち
に
残
し
た

い
と
い
う
思
い
だ
け
だ

っ
た
」

と
福
鳴
さ
ん
は
話
す
。
川
辺
川

ダ
ム
は
０９
年
に
国
が
建
設
中
止

を
表
明
。
荒
瀬
ダ
ム
も
水
利
権

延
長
が
困
難
と
な
り
、
１０
年
に

撤
去
が
正
式
に
決
ま

っ
た
。

球
磨
川
河
回
の
干
潟
。
少
し

掘
る
と

、
ハ
マ
グ
リ
が
見
つ
か

る
。
ハ
ゼ
の
仲
間
も
い
る
。

千
潟
の
底
生
生
物
を
調
べ
て

い
る
環
境
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
つ

る
詳
子
さ
ん
（
６２
）
に
よ
る
と
、

ゴ
マ
フ
ダ
マ
、
ミ
ド
リ
シ
ャ
ミ

セ
ン
ガ
イ
な
ど
１
１
２
種
類
の

絶
滅
危
惧
種
が
見
つ
か

っ
た
。

「水
門
開
放
で
良
質
の
砂
が
流

れ
て
き
て
生
息
条
件
が
よ
く
な

ぅ
た
」
。
名
物
の
カ
ワ
ノ
リ
も

「昨
冬
は
と
り
き
れ
な
い
ぐ
ら

い
育
ち
が
よ
か

っ
た
」
と
地
元

の
漁
師
は
い
う
。　
一
部
で
ホ
タ

ル
も
復
活
し
た
。

だ
が
ヽ
上
流
に
は
瀬
戸
石
ダ

ム
が
あ
る
。
土
砂
が
た
ま
り
、

護
岸
の
浸
食
が
進
む
。
大
雨
に

な
る
と
下
流
の
水
は
濁
り
、
山

の
保
水
力
も
低
下
し
て
い
る
。

つ
る
さ
ん
は
言
う
。

「川
の

再
生
で
、
生
き
も
の
だ
け
で
な

く
、
人
の
暮
ら
し
や
経
済
基
盤

が
守
れ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

荒
瀬
ダ
ム
の
撤
去
は

一
つ
の
き

っ
か
け
に
す
ぎ
な
い
」

（桜
井
ホ
太
郎
）

ｆ

韓
句

響
耐蹴

ム
法
案
「保
つ田」

躊
民
主
党
政
策
調
査
会
は
１

日
の
役
員
会
で
、
ダ
ム
建
設

が
中
止
さ
れ
た
地
域
住
民
の

生
活
再
建
を
支
援
す
る

「ダ

ム
事
業
廃
止
特
定
地
域
振
興

特
別
措
置
法
案
」
の
事
前
審

査
を
行
っ
た
。
地
方
自
治
体

へ
の
財
政
支
援
の
裏
付
け
が

不
明
確
と
し
て
「保
留
」
と
す

る
こ
と
を
決
め
た
。
同
法
案

は
八
ッ
場
ダ
ム
（群
馬
県
）建

設
再
開
を
昨
年
末
に
政
府
が

決
定
し
た
際
の
官
房
長
冨
裁

定
で

「生
活
再
建
法
案
の
提

出
を
目
指
す
」
と
さ
れ
た
こ

と
を
受
け
て
策
定
さ
れ
た
。

Ｔ
嚇
鶴
　
　
　
‐

八
ツ
場
建
設
ヘ

・■

条
件
ク
リ
ア交

相

ν
前
田
武
志
国
土
交
通
相

は
‐３
日
の
記
者
会
見
で
、

ダ
ム
事
業
廃
止
特
定
地
域

振
興
特
別
措
置
法
案
が
閣

議
決
定
さ
れ
た
の
を
受

け
、
八
ツ
場
ダ
ム

（群
馬

県
）
建
設
に
向
け
て
政
府

と
民
主
党
が
合
意
し
た
条

件
の

一
つ
を
ク
リ
ア
し
た

と
の
認
識
を
示
し
た
。

法
案
は
、
八
ツ
場
ダ
ム

に
反
対
す
る
党
内
の

一
部

議
員
が
、
ダ
ム
が
中
止
さ

れ
た
場
合
に
地
域
の
生
活

再
建
を
支
え
る
仕
組
み
が

な
い
と
し
て
策
定
を
要

求
。
昨
年
末
の
建
設
決
定

以
降
も
ほ
か
の
ダ
ム
事
業

に
適
用
す
る
た
め
、
国
交

省
と
内
容
を
協
議
し
て
い

た
。
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千平争ワr〔昇

ム
息
吹
き
返
す
川

き
た
」
。
下
流
で
川
を
の
ぞ
き
　
ル
の
群
れ
が
飛
び
交

っ
た
。

込
ん
だ
本
田
進
さ
ん
（
７７
）
は
少
　
　
発
電
用
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
た

↓ァDlλ4フPンβマ
'β

計申

い
て
は
あ
ら
た
め
て

「未

確
定
」
と
述
べ
た
。
　
　
・

心吹
き
返
す
川

●
来
年
度
か
ら
撤
去
が
始
ま
る
荒

瀬
ダ
ム
。
す
で
に
水
門
は
開
放

さ
れ
て
い
る

●
球
磨
川
で
カ
ワ
ノ
リ
を
採
取
す

る
漁
師
――
い
ず
れ
も
熊
本
県
八

代
市

生態系をお金にすると
生態系には食糧や資源の供給だけでなく、水の浄化

や安らぎなど市場価格には表れにくい機能もある。
95カ国 。1360人の専門家が2005年にまとめたミレニ

アム生態系評価によると、生態系機能の24項目のうち
野生食材の供給、大気の調整、防災など15項白が追去
50年で劣化し、農作物、家畜の供給など 4項 目が向
上。ノ||や湖からの取水量を倍増し、森を耕地にして食
糧を増産した代償として、自然の多様な機能が低下し
た。食糧や鉱工業など特定の価値だけに目を奪われる
と、取り返しのつかない損失を招きかねない。
10年に公表された国連報告書 「生態系と生物多様陛

の経済学」 (TEEB)で は、生態系の価値を金銭に
表した事例が集められた。ウガンダでは、湿地が排水
を浄化する機能が年間100万～175万ちに相当すると評
価され、干拓より利益が大きいとして開発が中止され
た。金銭価値への置き換えは 「グリーン経済」を探る

生 態 系 の 機 お詮 過去50年の傾向と、金銭換算した事例

傾向はミレニアム生態系評価、金銭事例はTEEBに掲載された研究
から。金銭は|らし=80円で円換算

1頃向が向上 ) 傾向力劣 化 多  向上と劣化が混在多 今

聾響唾諄肇議五曇■著者      事例

農作物、養殖漁  昔 コヵメルーンの熱帯林(1銘当たり、年)

野生食物、捕獲漁 最  材木…4万4800円

淡水         尋   札島殊基当習13280～ 5600円

材木、繊維   墨
・
〕・]八ワイ・コオラウ流域の自然砺 銘)

医薬品の原料  暑  
地下水の涵養(かんよう)

…・1136億～2104億円

隋了子
ゴ
甕炒 抑獅円

水の浄化    3  
洪水防止…1920円

琶スリランカ・コロンボ近郊の湿地
防災      3  (約 3千節、年)

花粉の媒介   う .装甚扉紫源響窟訂乳360万円

宗教的側直  畢 響希圧鮨:輝乳る鳳響認稽円
美的価値    多 理米ニューョーク・ペコニック河口域(年)

鎮楽、観光 多舎曹場豪重電糧瑞万円

(平井良和)一つの手がかりになる。



多数のご参加をお待ち しています

日 時 :4月 28日 (上)9時 ～ (小雨決行)

集 合 :鹿沼市上南摩 ・室瀬バス停付近

持ち物 :昼食、飲み物、観察用具適宣

参加費 :200円 (豚汁の用意があります)

観察会のフィール ドは、南摩ダム建設のために故郷を追われた人々 (約80戸)が 住んで

いた粟沢という集落の跡地です。粟沢に残つたヤマナシの大木を中心に、野鳥、春の蝶、

川虫などの観察をします。

南摩ダムは50年 も昔、東京オリンピックの頃に計画されました。地形はダム建設に適 し

ているのですが南摩り||は水の少ない小川なので、肝心な水は大部分をよその川に依存する

計画です。しかし、あてにしていた大谷川からの取水を今市市 (現日光市)に こをされ、

貯水量を半分に変更しましたが、それでも必要な量の水をためることができず、南摩ダムは

水収支が破綻して渇水時にも役に立たない「ムダなダム」と呼ばれています。利水に関しても、

下流県は水が必要だと言つていますが、本当はどこの県も人口が減少傾向にあり、水は余って

いるのです。

主 催 :ムダなダムをストップさせる栃木の会 ・思川開発事業を考える流域の会 ・

日本野鳥の会栃木県支部 ・水環境条例制定ネットワーク

028-634-9070)

0288-26-3324)

ど/ /` シ`ヘ′`′プνヽ ン́ 、́/ハ/′ハ́ 、′′、́ンヽ′`ンヽ.^、/、′ジア`、/ /ヽ´、′́ フ

〔ムダなダムをストップさせる栃本の会

'  

事務局:小山市城東2-10-22

`   

丁EL:0285-23-8505

)  F∧ × :0285-22-5608

:  年会費 :3,OOO円

t  薫Ⅲ面 鷹 基 日 座 ・∩∩ イИ∩_1_R∩ ∩

^∩

C

L^～蠍 搬 t盟撥

間合わせ :各団体事務局または葛谷 (丁EL/FAX

塚崎 (丁EL/FAX

*************

2011年 度会費納入のお願い

2011年度 (2011年4月 ～2012年 3月 )の 会費 (3000

円)納 入が未だの方には、振込用紙を同封させて頂きまし

た。ムダなダムをス トップさせるため、会費納入をどうぞ

よろしくお願いいたします。

春の観察会

ヤ7チ ルのお花見会

″ ル″ ツレーヤa″ 。

沸″月を森″τ

痛藤η曰磨η須万・燿

"拓

生だツ ′τ

夕 酵 ヂ磁 ク


